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御前崎市指定有形文化財
駒形神社本殿

           駒形拝殿 ( 前側 ) と本殿 ( 後側 ) の外観

▲駒形神社本殿正面 ▲龍の彫刻のある中備 ( 蟇股 )

律令期の白羽官牧と
　　関係が深い駒形神社

駒形神社の由緒は明らかではありませんが、聖
武天皇時代 (７０１年～７５６年 ) と伝えられてい
ます。白羽神社と同じく白羽官牧と関係が深い神
社の一つと考えられており、白羽神社の神様と同
じ「天
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日
ひ
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こ
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ほ
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ほ

出
で
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みの

尊
みこと
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」・「玉
たま

依
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毘
ひ
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命
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」の三神を祭神としています。
駒形神社の神様は、99匹の神馬とともに伊豆の国

から渡ってきたものの、御前崎の沖合で神馬が疲
労で没してしまい、御前岩 ( 駒形岩 ) となり、神様
はウミガメに乗って上陸したと伝えられています。

駒形神社は、御前崎の先端に位置しており、特
に海上安全、航海安全、大漁祈願に御利益がある
として、漁師や海上運搬業者などから信仰されて
います。本殿の構造は、一間社入母屋流造で、様
式的に江戸中期から後期前半あたりの時代的傾向
が顕著です。本殿は、建造物として貴重なことか
ら市指定有形文化財に指定されています。
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▲発電機解体工事の様子
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